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ソヴェト社会主義共和国連邦の領水制度について

鈴 木 旭

〈北海道大学水産学部水産経営学教室〉

The Territorial Waters in the USSR 

Akira SUZUKI 

Abstract 

This paI氾rdescri民sthe ∞ncept of“territorial waters" as held in the USSR and the laws 

goveming those waters of the USSR. The material is treated under the following heading: 

1. The concept of“territorial waぬrs"加 theintemational1aw of the USSR: 

1) The legal chracter of territorial waters. 

2) The extent of territorial waters. 

3) The base points for reckoning the measurement of territorial waters. 

II. The regulations of“terriωrial waters" in the laws and intemational treaties of the USSR. 

1) Terms employed in relation to the territorial waters. 

2) Laws goveming the territorial water. 

3) Dellimitョtionand measurement of the territorial waters. 

Generally speaking， the regu1ation of the territorial waters in the USSR may be summa-

riz吋 asfollows: 

1) The territorial waters exist under the sovereignity of the USSR as territory. 

2) The extent of those wa総rs∞'vers12 mi1es from the lowest tide line， unless there are 

special exceptions under the intemational treaties of the USSR. 

lまし古t き

我が国の遠洋漁業には，周知のように，北太平洋の母船式サケマスカニ漁業，南氷洋，北洋の母船式捕鯨

業，太平洋，印度洋等のカタヲマグロ漁業，東海，黄海，南シナ海のトローノL機船底曳網漁業等が主要なも

のとしてあげられているが，これらの遠洋漁業は，近年，停滞，或は滋少傾向を示している沿岸，沖合漁業

とは対際的に，漁獲量は，昭和初年の505819トシから，同32洋の919327トシへと増加しており，叉，各年度

の総漁獲量に占める比率も，昭和27年には11.1%であったものが，同32年には17%となって，我が国の水産

業に於て占める地位は一層重要なものとなりつ弘ある。 1)

だが，これらの遠洋海業は，広〈公海を操業区域としているが，諸外国の近海に於ても操業する結果，最

近では諸外国の漁業政策によって大きな影響を蒙ることになっている。例えば，第二次世界戦争以後，例の

トルーマν宣言(1945年9月28日〉が現れて以来，自国の領水に接続する広大な海械を自国漁業の為に確保

しようとする主張は，メキシコ，アルゼシチY，チリ一等の中南米諸国によってもなされ，特』こ，李ライシ

にからむ漁場紛争は，後を断たないばかりか，一層険惑な様相を呈している。

これらのことは，海洋に対する，特に，漁業に対する各国の関心が，戦後急速に高まったことを示すと共

に，これらのことは，海洋利用に関する国際的な規範が早急に擁立されねばならぬことをも示しているので

ある。勿論，このような試みは，既に1930年の国際連盟によるハーグ国際法編纂会議以来， 1956年のジュネ
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ープ国連国際設委員会に至るまで，数多くの国際会議によって続けられてきたのであるが，不幸にして，何

れも充分な解決をみるにいたっていなU、。

従って，国際的海洋をその活躍舞台としている我が国の遠洋漁業は，差当，国際条約，或は圏内諸法規に

よる規則を遵守することは勿論ながら，諸外国の法令，或は諸規制措置を充分考慮、することも必要となって

いる。もとより，我々は，諸外国における慣行，或は規制措置が，直ちに国際法上妥当な原則として認めら

れるものとはみなしていないが，海洋の国際的平末日利用の規範を確立しようと望む限り，諸外国の慣行を充

分検討することは有意義なこと h考えられる。

本稿は，北洋漁業をはじめ北海道北方海域の漁業において，特に深い関係をもっソゲェト連邦の領水制度

について纏めたものであるが，こ》では，ソゲェト連邦の缶v.kはどのようなものとして考えられ， 日..法律

的には如何なる内容をもつものであるかということについて述べた心算りである。

本稿を纏めるにあたり，青島k問題に関係するソゲェトの文献，資事ヰには充分あたることができなかったが

この為，多くの点でA・H・ニコラエ7の著作. r国際法における領水問題JC口po6JI巴MaTeppuTOpuaJIbHbIX 

BO且 BMe)l{JlyHapOJlHOM rrpaBe.) を参考にした。叉，巻末の附録.領水に関係するソヴェト法令，並に条

約は上記著作に掲載されたものの中，現在効力をもっている法令，条約を選出したものであることを附記し

併せてA・H・ニコラエ 7氏に謝意を表する次第である。

I ソヴzト国際法学における領水の概念

1 領水の法的地位

今日の国際法学では，領水を沿岸国の主権の下に従属するもの，或は，沿岸国の国家領域の一部分とみな

す説と，単に，いくらかの管轄権が行使される場に過き'ないとする説がある。だが，この領水の法的地位に

関する支配的な見解は，今日では，前者のものと云いうるだろう。この種の見解は，例えば.1国家領域は領

海と称せられる海域を含む」とした.1952年の領海制度に関する「ブラシソア報告J2)及び.1国家主権は当

該国の沿岸に近接し，領海として叙述された海帯に及ぶJ~) と規定した. 1956年の国連国際法委員会の「海

洋法J等にも示されているのである。

ソヴェト国際法学も，この問題については，領J.kを沿岸国の国家領域とする前者の見解に統一されている

ようであって，我々の入手した文献も，概ね，この見解と一致している。

例えば.B・H・ドルドネノ1.-7スキー教授は，この点について. ['宇頁j.kC領海，沿岸海〉は国家の沿岸に

あり，且，その国の主権下にある一定の巾をもっ海域である。・…・・鋭7.kは国家領域の一部分であり，沿岸国

の主権tこ従属する」めと述べている。叉. B. N・リソ 7スキーは.1岸から一定の距離において沿岸国の岸

に接し，その国の主権の下にある海域は領水と名付けられるJ5) としているO この種の統一的見解を示すも

のとして考えられるものに，ソゲェト法学会の代表者等によって，執筆，編集された法律学辞典の見解があ

るが，これには. r領水は沿岸国の海岸，或は，内水面の外縁に拡がり，その国の主権下にあり，且，その

国の国家領域の一部分を構成している，一定の巾をもっ海域である」りと述べられている。

もしも沿岸国が自国の領水に対して主権をもつならば，或は，領7.kが沿岸国の国家領践の一部分であると

するならば，沿岸国は，その水域内の諸資源、に対し，独占的権利をもつことは勿論のこと，他のあらゆる権

利をも排他的に行使しうることは疑問の余地がないところである。この点については，ゾゲェト国際法学も，

「鏡水において沿岸国は，その国の主権に由来する任意の権訓を行使することができるJ7)0 r国家はその主

権に基き，領水内にあり，日..活動しているものに対し，その国の法律，裁判権，及び指令に服従させるこ

とができる」ものとみなしているo た立この場合，勧加こ対し行使する沿岸国の主権は. r国際条約，或は

諸国家によって承認された国際慣習に基く場合のみ制限され得る」ものとしているoh

こ》に云う「諸国家によって承認された国際慣習」とは，働k中を通航する外国船舶に与えられる「平和

航行権JCOpaBo MHpHoro rrpoxoJl一般には無密航行権〉のことである。この「平和航行権」について，

-230-

4 

唱

' 



P 

e 

@ 

1959J 鈴木:ソ連の領水制度について

多くの国際法の著作には，領水内の主権は，外国商船，軍艦の，無害航行権によって制限されていることが

述べられており，これに基いて，外国船舶は，商船のみならず軍艦も予告なしに，領水を通航することがで

きるものとしている。

だが'/グェト国際法学では， [""平和航行権」は，一般商船のみに適用されるものであって，外国軍艦は

これを享受できないことが強調されている。即ち， [""平来航行権」を外国軍艦にも与えることは， [""侵略的

固に対し， [""平和航行権Jを口実に，国家の主権を侵害し，沿岸固に対し敵対的行為をしかける可能性を与

えることになるので，沿岸国は，その国の主権に基き，自国の安全保障の目的をもって，自国の領水内えの

外国軍艦の立入許可規準を制定しなければならないJ10)としている。

叉，一般船自白に対してばも，その通航が無害であり，且，その通航が航海慣習から国際航路と認定される

場合には「平京i航行権Jは認められるが，その船舶の通航が，たとえ無害なものであっても，それが国際航

路とみなしえない場合は，当該国は，その通航を禁止し得るものとしている。11)

上述のま日<.ソゲェト国際法学では，領水は国家領域のー怒分であり，従って，この海域には陸上領土と

同じく，排他的な諸権利を行使しうるものとしているが，同時に，これらの諸権利は，国際条約，或は，広

〈承認された国際慣習による場合は制限されうるものとしている。これらのことは，どのように理解される

であろうか。それは，結局のところ，国家主権についての次のようなソグェト国際法学の見地が反映されて

いるものと考えられる。

国際法を支える基本理念が，国際間の平和市酎守にあることは云う迄もないが， ソゲェト国際法学は，現代

の二大陣営が対立する国際社会に於ても，肉体制l聞の，即ち，社会主義体制と資本主義体制j聞の平和的共存

と国際的協力関係の発展は可能であるとするレーニシ主義の命題に基いている。そて叉， ソゲェト国際法学

は，この平和的共存と協力関係の発展は，社会経済体制lの差異にか与わりなく，国際社会で広く承認された

諸原則，即ち，民族自決，主権平等，そして，内政不干渉等の民主的な諸原則埼玉遵守される条件の下でのみ

粧持されるものとしている 0
12

) このことから'/ヴェト国際法学では，国康主権の厳絡な擁護が強調されて

いるが，これと共に，この主権は，国際間の相互扶助と，協力関係を発展させる上で必要とされるときは，

一定の規維と部分において，制限されるものとみなされているJm

それ故，以上のま口きソゲェト国際法学の原則的な観点を領水問題に類推すると，鏡*は主権に従属し，且

その国の領域とされるものであっても，国際間の相互扶助と，協力関係を発展させる上に如、て，領水の国

際的利用が望まれる場合には，領水に対するその国の主権をも部分的に制限し得るものと解することができ

ょう。

叉，上述の如き，国際的協力関係の発展に奉仕するものとは考えられない外国軍艦の鋲水内の通航，及び

国際航路と認定し難い海域における一般船舶の通航に対し，制限を加えようとする見解も，以上のような，

ソゲェト国際法学の立場からは当然のことのように考えられる。

2 領水の巾

領7.kの巾は，今日，きわめて常五融句に 3マイルと考えられているが，これは国際法上確立された原則でも

なければ，国際慣習として普く諸国家によって承認されているものでもなu、。確に3マイル主義をとる国は

過去，現在を通じて，多数存在するが，固によっては， 4""7イル， 6マイノI-， 9""7イノ..， 12マイノL等を採用

しており，サノLゲアドノLの如きは，自国の領水として 200マイルを宣言しているものもあって，各国の慣行

は梅めて多様である。それ故，国際法上，領水の巾を統一的に制'走しようとする試みは，この事実を反映し

て，最も困難な問題となっており，この聞の事情は，度重なる国際法編纂の試みが何れもこの問題によって

不成功に終っていることにも示されているのである。

3マイノL主義は，今日では最も有力なものであって，イギリス，日本，アメりカ等の海洋国によって支持

され，且，これらの国が，国際法上，最も妥当な原則として統一的に制定することを主張してきたものであ
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る。この論拠としては，例えば， 1930年のハーグ国際法編纂会構のイギリス代表は，公海自由の原則は国際

社会に於て広く承認された原則であり， 13マイル領域は，自由な航海の為に最も好ましい限界である」こ

と，領海3マイノL主義は， r活躍している世界の船舶幡トシ数の約30%を占有する諸国によって，既に実行

され，且，賛成されている国際的な原則であるJI4)と述べている。

これに対してソヴェト国際法学は，領水の巾を統一的に定めた国際法上の規定は存在しないこと，国際慣

習に於ては，領水の巾が，沿岸国自身により，その国の経済上，国防上の諸利益の考慮の下に 3 マイル-1~

マイルの範囲内で定められていることを指織し， 1領水の範囲に関する問題は，沿岸国の排他的な権利に属

いその国の経済と国防上の必要に応じ，同時に国際的海上航行の重要性を考慮して，その固によって決定

されるJ15)ものとしている。

ソゲェト国際法学のこの原則的な考え方は，既に1930年のハーグ国際会議におけるソヴェトオゲザーパー

の発言にも示されている。此の点に関して，彼は， rもしも現代の実証的国際法の内容 (COCTOllHHe) を，

それが諸国家の法令，条約，及び外交文書中に現れているものとして，そのま〉採用するならば，所謂，領

71¥，特別水域における沿岸の権利の及ぶ範囲についての見解では，幸子しい相異を容認しなければならない。

これらの権利の行使は，総ての点で，或は若干の点で， 3， 4， 6， 10，或は12マイルの範囲内で容認される。

或るものによって主張され，或るものによって反駁される歴史的，理論的根拠は，これらの事実と，国家に

とって自国の何らかの必要を保障する為の現実的，且，緊急な必要性に対し反対することはできないJ16) と

述べている。これによってソヴェトオゲザーパーは，国際法の一般的な規準として，領水の巾を画一的に定

めたものはないこと，従って aこの問題については，現存する諸国家の慣行を考慮しなければならず，叉，

これら水域における沿岸の必要性を度外視し得ないことを指摘している。

一方， 3マイル主義に対するソゲェト国際法学の批判は，極めて厳しいものであるが，例えば， A・H・
ニコラエ 7は，前述の3"7イノLを主張したイギリス代表の発言に対して，世界各国の船舶所有トシ数によっ

て3マイル主義の普遍性を説く見解は，領水の巾を定めるにあたっては，最も強力な海洋船隊をもっている

諸国，即ち，米英がそれを決定しなければならないということを示すものであって，働kについて最も重大

な関心を持っている沿岸国の諸利益を全く鮒思したものであることを指摘し，更に続けて， 3マイル主義を

主張する英米，及びその他の帝国主義的海洋国は，まるで海洋自由の原則を擁護するかの如くにみせかけて

実は，これら帝国主義的海洋諸国の拡張政策，郎ち，外国沿岸における海洋資源の掠奪，軍事的偵察，排発，

威嚇等の敵対活動の口実を構えようとするものであるとしている的

ヅグェト領水は，周知の如く， 12"7イノLとされているが，これは以上述べたソヴェト国際法学の見地から

も明らかなように，ヅヴェト連邦自身の国民経済と国防上の要請によって決定されたものである。然るに，

このソヴェトの12"7イノLの領水に対し， 1ソ連の圏内法規には領海の範囲に関し，その主張を具体化した規

定は見当らないし，ソ連国際法学者の国際法に関する著書にも，領海の範囲を明らかにしたものは見当らな

い。このことは領海の範囲を規定することによって生ずるであろう紛争を回避し，その結果，招来される諸

外国の圧迫を未然に防止しようとしたものと一般にみられているJ18;と説くものがある。

このうち，国内法規についてふれた点は後に述べるので，ここでは，それらが会〈事実に相具することを

指摘するに止めるが，ソヴェト国際法学者云々として述べられていることについて若干とりあげることにし

ょう。

磁に，引用文に示されている如<，ソゲェト国際法学の著書には，領水の巾は何マイルとすべしという規

定は述べられていなu、。だが，このことは，引用文の著者のように，直ちに，故意に不明確にしているもの

だとは断定できない。ソゲェト国際法学では，領水の巾を決定するのは沿岸国自身であって，夫々の国が自

国の経済上，軍事上の諸手Ij益に基いて決定すべきであるという見解をとっているのであるから，画一的に何

マイルと定めうる筈がない。ソゲェト国際法学がこの問題について述べていることは，上述の如く原則的な

考え方である。従って，ソゲェト領水の12マイルにしても，これは，ソ逮邦の立法機関が，自国の経済上，
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軍事上の梼要請によって定めたものである限り， ソゲェト国際港学の観点とは完全に一致しているものであ

り故意に不明確にしているとは理解出来ない。事実，我々が知りえたこの問題に関する著書には，上述の観

点が示され，同時に，ソゲェト領水は12マイルと定められていることが述べられている。叉，引用文が述べ

ている不明瀦さの原因としてあげている「領海の範囲を規定することによって生ずるであろう紛争回避云々」

は，ソゲェト国際法と，現実の国際社会におけるソ連邦の位置を無視した謬見とu、、うるだろう。

3 領71<の起算点

領水の巾を測定するに際して，その起算点を海岸の最大干潮線に求める方法は，世界各国においても，広

〈採用されているものであるが，これと共に，ノールウェ等の如く，極端に入込んだ断震と暗礁によって海

岸線が形成されている国では，大陸，島唄，断屋上の一定の点に引かれた基本線から測定される，所謂，基

本直線法 (Thestright base-line meth吋)が採用されている。

ソゲェト国際法学は，この問題に関しても，巾の問題と同じく，国際法として単一の基準を制定すること

には反対しており，この問題の決定は沿岸国の権限に属するものとしている。た沼この場合，普通の海岸線

を持つところでは，最大干潮線から測定することを支持しており，特に，前述のスカンジ十ピヤ宇島の如き

特殊な海岸線をもっところでは，それに応じた起算点を定めてもよいものとしている。恥

領水測定の起算点が沿岸国に属するということの当然の結果として，種々の起算点が考えられるが，これ

について.H・A・ニコラエ 7は，上述の 2方法の外に. f1951年5月29日付のプリアムール県管内の漁業

規則」で採用されている沿岸の定着氷縁をあげており，これは，海岸線が周年氷にとざされている海岸では

今後においても充分採用され得るものとしている。~O)

鏡7kの起算点としては，海岸線における場合の外，所謂，内水に接触する領水の起算点を何処におくかと

いう問題がある。これは，一般には内水の外縁とされており. '/ゲェト国際法学においても，これを支持し

ている。しかし，内水の外線を定める方法には，種々のものがあって，国際法上硲立された規準が存在せず

これ叉，論争の多い問題となっている。これについては項を改めて述べることとしよう。

4 内湾、

内湾における沿岸国の領域を定める問題も，領水の巾と同じく，国際法上統一された規準はなく，世界各

国の慣行や，多くの国際法学者の見解も様々なものがある。これらの中，今日最も有力な見解は，所謂.10

マイル原則であるが，これは，沿岸が一国のみに所属する湾の領水帯は，湾口を通る直線から測定されねば

ならず，もしも，湾口が10マイルを超えるときは，その線が10マイルを超えないもっとも入口に近い部分で

引かれねばならないとするものである。だが，この10マイル原則は1930年のハーグ国際法編纂会議に於て一

般に承認をうることができなかったのみならず. 1951年のイギリスノールウェ紛争に関する国際司法裁判所

の判決も，同じく 10""イル原則を国際法の規範とは認めていない。この他にも，湾の水域における勧kの起

算すべき線として.12マイル.20マイル線等とする見解もあって，国際法の一般民嘩範は存在しない。叉，

沿岸国が著しく広い湾を自国の歴史的湾として宣言する国際慣行は少なからず存在するが，多くの国際法学

者等の見解も，その特殊な地理的形態， その湾に対する沿岸田の伝統的利用友び国防上の必要によってこれ

ー を歴史的湾として宣言することはE当なものとみなしている。

この問題におけるソゲェト国際法学の見解は，充分に知り得ることはできぬが，我々の手元にある国際法

の教科書には，内71<と認められる湾は.1.湾口がその国の領水の巾の2倍の巾を超えないもの.2.この巾

を超える湾口のものであっても，その国の歴史的伝統に基き，経済上，軍事上，必要と認められるものとし

ている 0'1) これらの主張は，これを国際法の一般白調範として述べているのか，或は，自国の慣行を示めし

たものか必ずしも明らかでないが，上述の勧幻ニ関するソゲェト国際法学の見地からみて，むしろ後者の意

義をもつものと考えられる。

これにつけ加えると，ソヴェト国際法学では， プゲェト連邦の歴史的湾としてペートル大帝湾をあげてお
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り，内水としてはリジスキ」湾，アグ 7ス海，白海，をあげている。22) 叉， ソゲェト国際法学者等の多くの

ものは，ソゲェト連邦の湾形をなす北方海域 (KapCKoe Mope， Mope JJanTe8bIX， EOCTOQHO-CH6HpcKoe 

Mope， 4yKOTCKOC Mope) をソゲェトの内水とみなしており，その論拠としては，此等海域は歴史的に長期

に瓦るロ手ヤの航海者等の努力によって開拓されたものであり，且，ソヴェト連邦の国防，経済上，重要な

役割をもっていることをあげている。

11 ソヴzト連邦の法令，国際条約に基くソrJ:r.ト領水制度

1 ソゲェト領水を示す術語

ソゲェト領水を示す術語は，今日では，ほ沼鼠71<.(TeppUTOpHaJJbHble 80且bI)に統一されているが，ソゲ

ェト連邦の創設以来，若干の期間中には，この外の術語も使用されていた。これらの術語が使用されている

法令で，今日，効力をもっているものもある。

例えば，沿岸水(npH6pelKHble80且bJ)，沿岸水域〈ロpH6pelKHaHnOJJOCa 80JL) ，鏡水域(TeppHTopsaJJbHaH

nOJJOca 8011)という術語があるがもこれらは， rp c φcp漁業管理機構に関する法令J(1922年9月25日〉

同法令に附属する， r全国家的意義の漁区一覧表J(1923年 2月16日〉中に用いられている。その他，海上国

境帯 (~IOpCK3耳目orpaHH可H311 nOJJoca) (-例えば1923年9月7日付のソグェト連邦国境審傭条令)，庇ぴ海

域 (MopCKa耳目OJIOca)(例えば1927年6月15日，ソゲェト連邦国境警備条令〉がある。

併しながら，ソゲェト連邦の法慣習において，最も広く使用されているのは「鏡水」という術語であって

A・H・ニコラエブによれば，ソゲェト勧k問題に直接関係している標準的な法令22の中 8のものにこれ

が使はれており，ソゲェト連邦の国際条約でも，領水という認を使っているものは， 35にのぼることが示さ

れているoM)

序に付け加えると， 1930年，及び1952年の国際法委員会で問題となった「領海J(TeppHTopsaJJbHoeMope， 

terri torial sea)という術語は，ソゲェト連邦の漆令，及び国際条約等には全く使用されていない。25)

2 '1ゲェト領水規定

ソヴェト国際法学の領水に対する支配的な見解は， (1)領水は沿岸国の領域の一部であり，従って，その

国の主権の下に従属する。 (2)領水の巾，及び，その測定方法は，国際的海上航行の諸利益と，沿岸国の経

済的，国防的必要を考慮して，沿岸国自身が決定すべきである。とするものであったが '1ゲェト連邦の諸

法令，諸条約等に示されるソグェト国家の根木的な見地も，これと完全に一致しているものと考えられる。

Yゲェト諸法令によって規定されたブグェト働kは，周知のように，距岸12マイルとされ， 11，此の範囲

内の水域は '1ヴェト連邦の国家領域の一部分であり，従って， ソゲェト政権の排他的な権限=主権に従属

するものとされている。

Yゲェト領水の根本的性格，即ち，国家領域の一部分であるとする規定を与えたものとして，先づ第一に

掲げられる法令は，ソゲェト憲法である。この第6条は次のように述べている。「土地，その地下，諸水面・・

は匡康的所有物，即ち，全国民的財産であるJo26)この条文に示された「諸水面」には， 12マイル海域はソゲ

ェト連邦の漁業水面に入ることを規定した後掲の「漁業調整，並に魚類資源保護に関する人民委員会令Jか

• 

らも明らかなように，当然，ソヴェト領水も含まれていると考えられる。この領水12マイル海域が国家的所 咽

有物，乃至は，全国民的財産と規定される限り，ソヴェト勧kは， ソゲェト連邦の国家領域の一部分として

の地位を与えられたものと理解される。

いうまでもなく，ソゲェト憲法に示された国家的所有物，或は，全国民的財産とは，社会主義経済の物質

的基礎をなすものとして，社会主義的所有の性格を示したものであるが，この点を考慮するならば，ソゲェ

ト領水は，社会主艶句，全国民的財産となるのであって，これは，資木主義務国の領水との本質的な差異を

示すものということができょう。

次に掲げられる法令は，ブヴェト勧kの12マイル海械を確定し，且，この水域内におけるソヴェト政権の
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排他的な権限を規定した，ソゲェト連邦国境警備条令(1927年6月15日〉である。この法令はソゲェト連邦

の国境を確定した基本的法令であるが，この条令中の国境地帯を定めた 9条 3項には，海上国境地帯として

「ソゲェト連邦の国際条約によっで規定される以外は，海上国境沿に，大陸或は，島艇の最大干潮線から

12マイルに定められた海域J21)が規定されている。この12マイルに定められた海域こそは，領7KとU、う表現

はないがでEにソゲェト領水を意味するものであって，このことは. 12~イル海域がゾゲェト諸機関の独占

的な管理下におかれることを定めた同条例の以下の規定からも明らかである。

即ち，このy水k城内の管理は，合問国家政治管理局 (06b鴎e且朋11附f任佃H<田f児eH聞HO閃e r日OC句y且~apc'訂TB舵E毘闘110侃E 口OJJ四11'灯.τT別eCKoe

Yn町IJJ3B町JJe印HH附1托e)の医鴎警備隊に委ねられており，その領域内の任務としては，

1) 国境侵犯の防衛とその侵犯者の取締

2) 特に国境の政治的国境警備*と密輸入の取締

3) 国境住民の武力攻撃からの保護

4) 海域(上述の12マイル海援〉内の水産資源の掠毒事からの保護

があげられている。(同条令6条)28)

かくして国境警備隊は.12マイル海域中にある，あらる船舶に対して停止を命じ，且，臨検することがで

き，臨検を受ける船長は，国境警備隊に対し，船舶，積荷についての関係文書を提示することが義務づけら

れている (25条)029)そして，斯様な臨検に際し，臨検を受けた船舶が，

1) 船舶と積荷に関する最も適当な文書を提示しないとき

2) 貨物の積載，陸場，或は乗客の乗船，下婦についての然るべき許可を受けることなし領水内の指示

されぬ地点で，これらの行為を行うとき

3) 領海内の禁止区按で船舶が魚類，海獣の捕獲，或は，他の海産物の採捕に従事するとき，仮え許可区

域内であっても，それについて必要な文書を所持せずに，或は不法な手段によって漁獲に従事するとき

は，これらの船舶は国境警備隊によって拘留される判。 (26条)30)

この外'/ヴェト領水を規定した法令には，前掲の「漁業調整，並に魚類資源保護に関するソゲェト連邦

人民委員会令J0935年9月25日〉及び.rソゲェト航袋法典.J(1935年8月7日〉があるが，前者には.rソ
ヴェト内海水域と12マイノLの巾をもっ沿岸海域は，海洋漁業用池の構成中に入る.J (2鉛ことが述べられ

ており，後者には，ゾグェト領水上の窓域に対するソグェト主権の行使が規定されている(1条)32)。叉，こ

れらに加えて，ソグェト領水に関係する法令をあげることができるが，以上の法令によって， プゲェト連邦

の沿岸12マイル海域は，ソヴェト領水とし-C.即ち， ソヴェト連邦の国家領域の一部分として確定されたも

のであると考えられる。

*こ Lに主Eペられた政治的国境警備とは，ソグェト連邦の領域内への文書，武器等の非合法な搬入，:.eX:は

反章命の犯罪を遂行する為の越境に対ずる取締を意味している。(同条令6条の注釈〉

帥ソグェト領水内の漁業規則侵犯者に対ずる処置には，行政的処置と刑事的処置がある。

行政処置は，ソゲェト連邦食糧品省の機構中にある国家漁業監督局 (rocy ~apcTBeHHbJfi Pbl60JJo-

BHbJfi HaJJ30p) によって行使される。この国家漁業監督局は，漁業管理職務規則 (1938-"F4月15日〉
によって職務を遂行しているが，その主要注任務は，ソグェト漁業水域 (12"<'イル海域〉の漁業規則と

水産資源保護士見則違反の取締を行うことである。

監督局は，これら規則の侵犯者に対し，漁獲物，漁具を差押える権限をもっておl).差押えた漁具は

列決迄保管するが，漁獲物は，水産工場，或は商業機関に，定められた価格で引渡すことになってい

る。地区の監督局長と主任監督官は侵犯者に対し. 300ループル迄の罰金，同じく監督官は I伺ル戸プ

ル迄の罰金を科することができる。

叉，これら漁業規則jの侵犯者は，監督局の裁量に上って，裁斜U.sJi"の審理に委ねられるが，裁剣1Mは，
侵犯者に対し.PCφCP刑法86条に基いて，自由の剥者，一年以内の矯正労働，或は漁獲物の淡収と500
ループルの罰金，船体，漁具の浪収等の処罰を-ITV、得るものとなっている 031〉
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ソヴェト領水の12マイル海域は，草命前の帝政ロシヤにおいて既に採用されていたものであるが，これを

大十月社会主義革命によって政権を得たブゲェ下連邦が，そのま、継承したのである。

革命前の帝制ロシヤ法令で，この12マイル海域を定めた法令としては，次の 2つのものがあげられる。

1) 国境警備独立兵団に関する規則(1909年10月10目) cnpaBHnax 06 OTnenbHOM Kopnyce norpaHH-

可HO貴 CTpalK10且eKa6p.ll1909.) 

2) プリアムーノL総督府管内の海洋漁業規則 C3aKOH 06 yCTaHOBseHHH npaBHn 0 MOpCKOM pbI6HOM 

npOMblcne B npHaMypcKoM reHepan-ry6epHaTopcTBe 29 Ma.ll 1911) 

前者の国境警備独立兵団に関する規則には. rロ手ヤ国の大陸，島興における最大干潮線から12海里の水

面領域は海上関税帯と認定する。これらの領域内では総てのロ手ヤ，及び外国の船舶は，国境警備隊が委任

されたロ乙ヤ当局側からの監視の下に入るJC5項)33)と述べられており，これによって12マイル海域は海上

関税帯として規定されている。叉後者の法令には. r本規則の効力は，特別な国際的決定，或は協定によっ

て沿岸海域の巾が定められていないところでは，最大干潮線，或は沿岸の定着氷縁から測定して. 3地理マ

イル一一12.02マイル一一20.87露呈の巾をもっ海域にわたるJ(総則 1項)34)と述べられてu、る。

このように，ロシヤにおいて決定された12マイル海域が，海上関税帯と，漁業区域のみであるということ

或は，その呼称が水面領域 (npOCTpaHCTBOBO且b1)乃至は沿岸海減〈ロpH6pelKHa.llnonoca MOP.ll)である

ことから，ロシヤでは，単に，これら 2種類の特別区域が設定されたに過ぎず，国家領域としての領水は無

かったかのようにみられる。だが，当時の社会経済的諸条件の下に於ける海洋利用の状態を考慮するならば

上述の如く定められた12マイル海域は，実質的にロシヤの国家領域の一部分として，即ち領7Kとして理解さ

れるのではなu、かと考えられる。

1917年に創設された Yゲェト政権が，最初に12マイル海域について述べた絵令としてあげられるものには

「北氷洋，自海における漁猟場保護令J(1921年5月24日〉があるが，この当時の領水問題に関係する法令には

12マイル海域が規定されていないものもある。例えば.r航空法典J(1921年 1月17日〉には，ロシヤ共和国の

勧 k上空の主権が述べられているが，これには，ソグェト勧kとして12マイル海域が規定されていない。 51j)

これらのことから，当時の Yゲェト政権が，領水として12""イル海域を定めていなかったということはでき

ない。何故ならば，当時.12マイル海域が領水として規定されていなかったとしても， ブゲェト政権が，衛

政ロシヤの合法的後継者として，ロシヤ全領土を引継いだ限りにおいて，その鏡7K. 即ち 12マイ J~ 海域も，

そのま》ソグェト政権によって引継がれたのとも理解されるからである。かくして， ソゲェトの領水12""イ

ル海域は帝政ロ号ヤ慣行を継承したものでやったが，この場合，その法律の内容，性格は，上述の如く.*

質的に改委されたことは云うまでもない。その改愛によって，幾多の不明確な領水規定が一掃され，社会の

発展段階に応じた領水規定が作成されたのである。

ソヴェト国際法学は，領水を沿岸国の領域とみなし，沿岸国の領水に対する主権を厳格に擁護することを

要請しているが，この際，同時に，国際的相互扶助と国際協力の観点から，これらの主権を制限することも

充分可能であるものとみなし，これらの制限は，広く承認された国際慣行，或は国際条約によって行はれる

ものとしている。ソヴェト法令にも，この考え方が支持されており，例えば，ソゲェト勧kを規定した基本

的法令として前に掲げた国境警備隊条令(19276月15日〉には，勧kとしての12""イノL海域は，国際条約

によって他の巾が制定された場合は適用されないことが示されている。従って，領水問題に関係する国際条

約の点検は，そのま》ブゲェトの領水12マイル海域の例外を認識することになる。今日.12マイル以外の巾

を定めた国際条約としては次の 2つのものがある。

1) ソゲェト連邦. 7イシラ γ ド平和条約(1940年3月12日〉に基く，両国間の国境記載の議.定雲(1940

年4月29日〉

2) ソヴェト連邦，大英帝国の暫定漁業条約(1930年5月22日〉
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1959) 鈴木:ソ速の勧k制度について

前者の国境記載の議定書によれば 7インラ Y ド湾のシルサアノL島以北のソゲェト領水の境界線は，同島

以北え向う船舶航行の自由を保障する意味から医岸2マイルとされている。55)

叉，後者のブゲェト，イギリスの暫定漁業条約は， ソゲェト連邦の北方海域におけるソゲェト領水内で，

イギリス漁船が操業しうることをとりきめたものであるが，これは， rソグェト社会主義共和連邦と，大英

帝国及び北アイルラ y ド政府は， ソゲェト連邦領土の北岸に接する海域に於ける漁業調整を目的とする公式

の協定が可急的に締結されることを相互に期待してJC前文)'d;締結された暫定協定であった。

この協定の主要な内容は， rソゲェト連邦政府は，イギリスの港に登録された漁船に対し，東径32度-48

度線聞の海域におけるソヴェト連邦の北部沿岸と，それに近接する諸島の最大干潮線から 3マイル-12マイ

ル聞の海域，並に，白海においては，北緯68度以北の距岸3マイノL外における操業を認めた rc協定 1条)37)

ものである。

この英ソ暫定漁業協定によって，ソグェト連邦は，イギリス漁船に対し，自国の領水内〈医岸3マイル~

12'"イル〉の操業を与えたのであるが，これは， ゾヴェト連邦の自発的承諾の下に締結された国際条約であ

ること，並に， は協定に規定された如何なる条項も，両締結国政府の領水範囲に関する国際法上の見解を

侵害するものでないとみなされるJC協定2条〉祖〉と規定されていることを考慮すれば，これによってブゲェ

ト連邦政府が，自国の領水12マイルの主張をまげたものとみることは不可能であり，一般原則は12マイルと

しつ h これを例外規定として認めたものと考えられる。向，この協定には，湾について10マイル原則が採

用されており，このことによって， ソヴェト連邦がこれを国際法の一般的規範として認めたものであると解

釈することも，協定2条の規定から不可能である。

3 ソゲェト領水の測定方法

この問題に関するゾゲェト国際法学の見解は，既に述べたところであるが，それによれば，一般的には最

大干潮線から測定することを支持しつ h 特に，海岸線の形状から他の方法も採用しうるものとしており，

これらの決定は沿岸国自身によって行わるべきであるとするものであった。

ソゲェト法令に定められた領水の測定方法は，一般には，前掲国境警備隊条令(1927年 6月15日〉によっ

て規定された海岸，或は島映の最大干潮線から測定する方法があげられるが，既に効力を失った法令，や条

約にはこれと兵った方法も採用されており，上述のソゲェト国際法学の観点からみて，これらの方法は，必

要に応じて，ソヴェト法令，条約等に採用される可能性があるものと考えられる。

そのーとしてあげられるものは，ロシヤソゲェト連邦社会主義共和国とブイ y ランド聞の平和条約に規定

されたものであるが，この条約には， rプインラシド湾に於ける条約締結両国の領水の広さは，沿岸から，

しかし，暗礁のあるところでは，最も遠臓の水面上に鋒える島，岩礁から測定して 4マイルに制定される」

〈同条約3条〉と述べられている。この方法は，叉，ブイ y ラシド湾におけるブヴェト連邦並にロシヤ共和

国 CPCφCP)諸機関の管轄水域に関する法令 0930年 8月3日〉にも採用されている。〈同法令1条 2条〉

この他には，前掲の帝政ロシヤに於て採用された定着氷の縁から測定する方法もある。

加うるに，これの方法の中，前者のものは，ノ-)~ウェ一等のスカシジナピャ諸国において採用されてい

るものであるし，この方法はイギリスーーノールウェ紛争に関する国際司法裁判所の判決においても支持さ

れているものであることを考慮すると四)，此の方法を，ソゲェト連邦が 7イシラシド湾等の知き場所におい

て採用することは，法的にも歴史的証も全く合理性をもつものと考えられる。

むす び

以上述べたところを要約し，且，これに若干の考察をつけ加えよう。

COソゲェト国際法学は，領水を，沿岸国の国家領域とし，従って，その国の主権に従属するものとみなし

ている。このことから，ソゲェト国際法学は，領水規定は云うまでもなく，領水の範囲，及び測定方法も

沿岸国自身によって決定すべきであって，その際，沿岸国は，自国の国民経済，軍事よの諸利益を考慮し
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なければならない。但し，国際的相互扶助，国際的協力関係の発展の為に必要とされる場合には，動kの

範囲，測定方法等は国際条約によっても判定されるものとしている。

(2)上述のソヴェ F国際法学の領水に関する観点と完全に一致するソヴェト法令は， ソヴェト領JKを国家的

所有物，即ち，全人民的財産とみなしており，その範囲は， ソヴェト連邦の国際条約による規定の存在す

る場合を除き，最大干潮線から12~イルに亘る海域としている。

ソゲェト鏡7K問題で，鞘こ問題とされたことは，周知の如く，領水を12マイルに豆る海域としていた点で

ある。しかし，この点に関しては，元々，国際法上の統一的な原則が，例えば3マイル主義等が存在してい

たわけでなかったことを想起すると，これを直ちに不当な主張として退けることはできないであろう。寧ろ

このような底史的事実をもとにすれば，国際的航海の自由に支障をきたさぬ限りにおいて，領水の範囲の決

定は各国の権限に属しているという解釈も可能であろう。しかし，この点は一応措いて， 3~イノL主義が妥

当な原則として存在していたものであると仮定してみても， 3マイル主義の根底をなすものが，.18世紀初頭

ピシケル争エックによって説かれた着弾距離説であったとするならばj大砲，或はその他兵器が進歩した現

代では，信IJKの巾も，当然それに応じて拡大しなければならないことはいう迄もない。剖)

そもそも，領水の巾は何マイルにすべしといってみても，その距離自体には理論的根拠があるようには考

えられず，各国の主張は，た h 各国の海洋利用の程度に応じて，自国に最も好都合な範囲を主張するに過

ぎないように考えられる。それ故，領水の範囲tこ関する問題は，単純に何マイルが至当であるかという議論

によってではなし先づ「いかなる目的が自国の領海を拡大せしめようとするのか，いかなる要素が他国の

領海の拡大を阻止しようとするのかJ4りという問題の検討が必要となるのである。

勿論，この問題も極めて観佐な内容を含んでいるが，次に述べるような対立する事情は，この間に対する

ーの解答として指摘することができょう。

今日，より狭い領水範囲を主張する諸国は，海洋利用の点、では先進国であり，同時に高度に発展した漁業

をもっている。従って，これらの国々によって行はれる漁業は，広く公海金援を可能な操業区域としている

が，結局のところ，主要な漁場としている海域は，他国の沿岸近くである。こういった事情が，これらの国

々をして，より狭い領水を主援させることになるだろう。一方，これに反し，勧kの範囲を拡大しようとす

る諸国は，近海にある豊度の高い漁場をみすみす他国の漁船にゆだねることを快しとしないであろうし，そ

れ故，自国漁業の為の漁場確保の手段を講ずることも自然な行動とい与えよう。

何れにしろ， 12マイルの是非をこ、で述べることはできないが，領水に闘し，最も重要な利害と関心をも

つものは沿岸国であることを考慮、に入れるならば，沿岸国自身の主張が著しく公海自由の原則を侵すもので

ない限り，それは尊重さるべきものと考えられる。

前に， '1 ゲェト勧~12マイルの例外規定として， ソウ〉ト領水内の医岸 3~ イノ1.. -12マイル聞の海域に於

ける英国漁船の操業を認めた英ソ漁業協定について述べたが，これに関連する問題として，北海道北部の漁

業者によって強く要望されている北洋近海安全操業問題について一言しておこう。

1957年6月3日，日本政府は，駐ソ門脇大使を通じソ連政府に対して， r北洋における小規模近海漁業お

よびコンプ採取の自由とハボマイ，シコタン，グナシリ，エトロフ諸島，千島列島周辺水域の漁業基地設定

を認めるように」要望した。叫この要請の内容は，

(1)北緯48度以南のハボマイ諸島，むコタ y島，千島列島，及び南樺えの隠岸3-12マイル聞のソヴェト領

水内で，日本漁業者が，実際的な話合で操業すること。

(2)漁業は零細漁民によるものとすること。

(3) 日ソ双方の領海に対する立場を留保すること。

を骨子とするものであった0姐〉

か弘る要請は，前述の英Y暫定漁業協約の前例からみても，充分，受諾される可能性のあるものであった

が，はたして，ソ連邦政府は，同年8月16日， r日本政府の要請を考慮し，かつ日ソ閣の善隣友好関係を発
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展させることの和主益にかんがみ，日本側の覚書にあげられた若手の水域のソ連領域における漁業及び海産物

採取問題について日本側と交渉に入る用意があるJ44l首を回答してきた。しかるに，翌年2月5日に至り，

イシコフ・プスプラン漁業部長より在ソ門脇大使に対し， r昨年6月，日本政府は， ソ連政府に対し千島列

島近くのソ連領海における日本人の漁獲水産物採捕問題を申入れた。ソ連政府においては日本政府が日ソ外

交関係上の諸問題を解決する措置とくに平和条約の締結措置をとるものと考え，千島列島付近の領海の一定

区域における日本人漁業につき日本政府と交渉に入る用意があるこを表明した。しかるに日本政府は日ソ共

同宣言の署名より相当の時臼を経過せるにもか与わらず，いまなを平釆燥約を締結する用意を表明しない。

右にかんがみソ連政府は木件漁業問題を審議する条件がまだ熟していないと認める」旨の回答があり 2月

7日，ブェドレ y コ外務次官は駐ソ門脇大使に対し，このイシコ 7回答をソ連政府の意向として確認した045〉

これ以後，この種の要請は，漁業関係者からも屡々， ソヴェト当局に出されているが，何れも平和条約を締

結することが先決であるとし退けられている。

このソゲェト政府の態度に対し. [""ソ連は常に平和条約を持出すだけだが，このような人道的問題を政治

的な取引につかっていることは遺憾なことだJ*[""日本の零細漁民の深刻な生活問題を平和条約という政治問

題に結びつけることは人道上の問題だJ**といった批判が日本外務当局者の意見として出されている。だが

ソゲェト領水内で日本漁業者が操業することを求めた要請が受容れられなかったからといって， ソヴェト政

府のとった措置が人道上の問題として非難さるべき筋合のものかどうか，極めて疑問の点が多い。

このような批判に対し，ソヴェト側は.[""北海道沿岸海域に於ける日本の漁業問題が，ソゲェト領水内の日

本漁業の問題に対し，何等の関係をもっていないことは誰にも理解される。ブゲェト当局は，北海道沿岸海

域における日本の漁業問題に対し，妨害していないし，妨害するつもりもない。同時にソヴェト当局は，日

本船舶によるソヴェト領水の侵犯と，これら水域内の彼等による不法な漁獲を許すことはできない」材*[""零

細漁民の深刻な生活は日本の圏内問題であるJ**と反駁している。

云うまでもなしこの問題には，平和条約の締結，これに関連して南千島の領土帰属問題が絡んでいるが

こ弘では，それらについて，直接関係がないので触れないこと注する。たfこ》では，平和条約の締結と，

所謂，安全操業問題が，ソゲェト連邦の立場では，どのように関係した問題であるか，これについて述べる

こと与しよう。

前にも触れたことだが'/ヴェト連邦の官1l'bJ<.は， ソヴェト連邦の国家領域として12マイル海域が定められ

ており，同時に，この規定には，国際条約によって定められる場合は，例外として，その規定によることが

附加されている。この点治当らいつでも，ソゲェト領水内で，日本漁業者が操業することは，この種の条約が

締結される限り可能なことであり，且，英ソ暫定漁業条約の先例からしでも不可能なこと h は考えられない

のである。しかし，この問題は，結局のところ，領水に対するソヴェト主権を部分的にせよ制限することで

あり，このことをソヴェト政府が認める場合は，既述のように，ことことが国際的友好，善隣関係の発展に

貢献する国際協力とみなされねばならなU、。

所が，今日の日ソ聞の国交は.1956年10月19日の両国の共同宣言によって一応回復したことにはなってい

‘ るが，領土問題，その他の政治的配慮、によって，平和条約は締結しておらず，このことは， 日ソ聞の完全な

友好条約が確立されていないことを示している。それ故，ヅゲェト政府は上述の見地に従って，先づ平菊喚

問の締結を強調するものと考えられる。

「安全操業J.といえば，確に人道的な印象を与えるけれども，もとをた浸せば，北海道の漁業者が経済

的に困窮しており，その打開策としてソゲェト領水内での彼等の操業を認めよということに外ならない。こ

*外務省，欧亜局長金山政英氏の発言，北海道新聞 (1959)7月15日号

本*駐ソ門脇大使の発言，水産週報 (1958)2月15日号

料 *OpaB，Qa(23 MapTa 1958) 
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れらの要求は，北海道北東部の漁民にとっては，死活問題に連るものであることは想像に難くないが，彼等

の生活が，他国の領水内で操業を望む程図窮しているとすれば，それは，町二， 日本国内の政治経済上の問

題であって，敢て人道問題だとして他国を非難する根拠は全く見当らないのである。

附録1 領海問題に関係するソ"i:s;.卜法令

1 おっとせい，らっこ捕獲制限に関するソゲェト連邦人民委員会令 1929年 2月2日

(口OCTaHOBJIeHlfeCHK CCCP 06 OrpaHIfQeHlf1f npoMblωa MOpCKIfX KOTIfKOB If MOpCKIfX 606pUB， 

2φeBpaJJlI 1926 r.) 

2 ソゲェト連邦の港における捻税と提供されたサーピス斜に関する規則 1926年 2月19日

〈日OJIOlKeHlfe0 nopToBblX c60pax H nJIaTe 3a yCJJyrlf， OKa3bIBaeMble B nopTax Coぬ3aCCP 19 

φeBpaJJlI 1926 r.) 

3 北氷洋に配置された土地，島艇に対するソヴェト連邦の領土宣言に関するソヴェト連邦中央執行蚕員会

幹部会令 1929年4月15日

〈日OCTaHOBJIeHlfeDpe31f1llfyMa UI1K CCCP 06 06'lIBJIeHIflf TepplfTopHea COI03a CCP 3eMeJIb H 

OCTpOBOB， paCnOJIOlKeHHblx B CeBepHoM刀巴且OBHTOMOKeaHe， 15 anpeJJlI 1926 r.) 

4 ロシヤソゲェト連邦社会主義共和国刑法法典 (75条 2項， 3項， 4項， 86条等〉

くyrOJIOBHbl白 KO且eKCPCφCP CT. 752， 753， 754， 86 H且p.)

5 ゾヴェト連邦港湾に碇泊する外国船〈軍事船舶は除く〉船員の上陸，滞在許可規則 1926年11月23日

く口paBIlJIaCXOJIa Ha 6eper H 且onYlIleHllllK npe6b1BaHIlIO Ha 6epery JIIlU cYAoBoro aKlfnalKa 

HHOCTpaHHblX cy且OBKpoMe BoeHHblX BO BpeMlI CTOllHKH HX B nopTy COlO3a CCP， 23 H01l6pll 

1926 r.) 

6 ゾゲェト連邦国境警備条令 1927年6月15日

(口OJIOlKeHlfe06 oxpaHe rOCYAapcTBeHHblx rpaHIfU COね3aCCP， 15 If的HlI 1927 r.) 

7 ソゲェト諸港に出入する軍艦，それに準ずる船舶の衛生規定に関するソゲェト連邦人民委員会令 1927 

年12月28日(1932年 2月28日改玉〉

〈口OCTaHOBJIeHlfeCHK CCCP OT 28且eKa6pll1927 r. C 1f3MeHeHlfllMIl OT 28φeBpaJIlI 1932 r. 0 

caHIlTapHOM pelKllMe BoeHHblX Il npllpaBHeHHblx K HIlM cyAOB， 3axo且lI1I1IlXB nopTbl CCCP s 

BblXO且lI1I1IfX1f3 HIfX) 

8 ブヴェト連邦7.K援における外国船舶の無線通信使用に関するソヴェト連邦中央執行委員会，人民委員会

令 1928年 7月24日

〈日OCTaHOBJIeHlleUI1K Il CHK CCCP 0 nOJIb30BaHIl日 pa且1f0yCTaHOBKaMIlIlHOCTpaHHblMIf cy且aMIf

BO BpeMlI HaXOlK且eHlfllHX B BOAax Coぬ3aCCP， 24目的JIlI 1928 r.) 

9 ブウ、、エト連邦関税法典 1928年12月19日

(TaMOlKeHHbl白 KO且CKCCCCP， 19且eKa6pll 1928 r.) 

10 ソヴェト連邦水域における外国船舶の無線通信使用に関するソグェト人民委員会令の適用に関する指令

1929年 2月14日

(I1HCTpyKUIl耳目onpHMeHIfHIfωDOCTaHOBJIeHHlI CHK CCCP 24 HIOJIlI 1928 r. 0 nOJIb30BaHIls 

pa且1l0ycTaHoBKaMIfHHocTpaHHblMIl cy且aMHBO BpeM!I HaXO)置且eHHlIIlX B BO且aXCCCP， 14φeBpaJIlI 

1929 r.) 

11 ブヴェト連邦通商航海法典 1929年6月14日

(Ko且eKCToproBoro MOpenJIaBaHHlI COね3aCCP， 14 IlIOHlI 1929 r.) 

12 ソゲェト連邦水援に来航する外国軍艦の暫定規則 1931年3月28日
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(BpeMeHHble npaBHJJa且』耳目HOCTpaHHblXBOeHHblX Kopa6JJel!，日ocemalOmHXBO且bICCCp， 28 MapTa 

1931 r.) 

13 '1ヴェト連邦海港港長の権利，義務に関する条例 1931年 4月10日

〈口OJJOiKeHHe0 rrpaBax H 06H3aHHocTHX Ha'laJJbHHKOB MOpCKHX rropToB Coね3aCCP， 10 anpeJJH 

1931 r.) 

14 ソゲェト連邦に接続する海域の水路測量，観測の実施に関する回状 1932年3月16日

(0 rrpoH3Bo且CTBeorrHCHblX ru且porpaφH'IeCKHXH rH且pOJJoru'leCKHXpa60T Ha MOpHX， rrpHJJeraωmHX 

K Coぬ3yCCP， 16 MapTa 1932 r.) 

15 ソヴェト連邦航空法典 1935年 8月7日

(B03且ymHbIl!KO且eKCCOlO3a CCP， 7 aBrycTa 1935 r.) 

16 漁業調整と魚類資源保護に関するソヴェト連邦人民委員会令 1935年9月25日

(口OCTaHOBJJeHHe CHK CCCP 0 peryJJHpOBaHHH pbI60JJOBCTBa H oxpaHe pbl6HbIX 3arraCOB， 25 

ceHTH6pH 1935 r.) 

17 航路制限区域内えの船舶の立入規則 1936年

(日paBHJJa且JJHBXO且acy且OBB pa首OHbIC OrpaHH'IeHHeM cB060且HororryTH CJJe且OBaHHH， 1936 r.) 

18 ソヴェト逮邦憲法 1936年12月5日

(KOHCTHTYUHH CCCp， 5且eKa6pH 1936 r.) 

19 漁業監視監督部規則 1938年 4月15日

(YCTaB HHcrreKUHH pbI60JJOBHOrO Ha且30pa，15 arrpellH 1938 r.) 

20 外国航路のソゲェト船舶と外国商船の送迎，並に，対外通商貿易の積荷の積載陸揚に関する規則 1938 

年 7月9日

(OpaBHJJa npHeMa H OTsycKa COB巴TCKHXcy且OBMopcKoro ToproBproφJJOTa 3arpam何日oronJJaBaHHH 

II HHocTpaHHblx ToproBblx cy且OB，a TaKiKe norpy3KH H BblrpY3KH rpy30B BHewHeToproBoro 

('，60pOTa， 9 HIOJJH 1938 r.) 

21 海難審査規準規則 1940年 4月15日

(口OJJOiKeHHe0 nopll且KepaccJJ巴且OBaHHHMOpCKHX aBapHl!， 15 anpeJJlI 1940 r.) 

22 ソゲェト連邦国境衛生保護規則 1940年 8月20日

〈口paBHJJano caHHTapHo白 oxpaHerpaHHU CCCP， 20 aBrycTa 1940 r.) 

23 ソヴェ下連邦の海港における港湾管理規則 1941年 8月4日

(日OJJOiKeHHe0 nopToBoM HaJ(30pe B MOpCKHX nopTax CCPC， 4 aBrycTa 1941 r.) 

24 ソヴェト連邦の海洋通商港における水先案内粉徴収規則 1944年 9月14日

〈日paBHJJaB3HMaHII1I JJOUMaHCKoro c60pa B MOpCKHX ToproBblx nopTax Coぬ3aCCP， 14 ceHT1I6pll 

1944 r.) 

25 砕氷船に誘導され氷海を通航する船舶の為の規則 1944年 9月14日

(日paBIIJJaJ(JJlI cy且OB，npoBo且HMbIXJJe且OKOJJaMH可epe3JJe且， 14 ceHT1I6p耳 1944r.) 

附録2 領水問題に関するソヴzト国際条約

A 勧!kfこ直接関係才るもの

1 ソゲェト連邦とノールウェー聞の通商航海条約 1925年12月15日

(江orOBOpMeiKJ(y CCCP H HopBerue首 oTOprOBJJe H MOpenJJaBaHHH OT 15且eKa6pH 1925 r.) 

2 ソゲェト連邦と大英帝国聞の暫定漁業協定 1930年 5月22日

(BpeMeHHoe COrJJameHHe 0 pbI60JJOBCTBe Me旅且y CCCP H BeJJHK06pHTaHHel! OT 22 Mall 1930 r.) 
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3 '/ゲェト連邦と大英帝国聞の暫定通商協定 1934年 2月16日

(BpeMeHHoe ToproBoe COrJlameHHe MeiK且yCCCP H BeJJHK06pHTaHHe首 OT16 lteBpaJlJl 1招4r.) 

4 ソヴェト連邦とベルギ一一ールグセシフ・ルグ経済同腹聞の暫定通商協定 1935年 9月5日

(BpeMeHliaJl TOprOBaJl KOHBeHUHJI CCCP c' EeJlbrH首CKO - JIIOKceM6yprcKHM' 3KOHOMHQeCKHM 

COlO30M OT 5 CeHTJl6pJl 1935 r.) 

5 ソヴェト連邦とイラシとの通商航海条約 1940年 8月25日

(且orOBOpMeiK且yCCCPH I1paHoM 0 TOprOBJle H MOpenJlaBaHHH OT 25 aBrycTa 1940 r.) 

6 '/ゲェト連邦と 7イシランド聞の国境記載の議定書(1940年 3月12日付の平和条約を根拠として)1940 

年4月29日

(口pOTOKOJl onHC8HHe rocynapcTBeHHo首rrpllHHUbI MeiK且y CCCP HφHHJlJlH且Hen(Ha OCHOBaHHe 

MHpHoro且orOBopaOT 12 MapTa 1940 r.) OT 29 anpeJlJl 1940) 

7 ソゲェト連邦と 7イシラシドとのアランド諸島に関する協定 1940年10月11日

(COrJlameHHe MeiK且yCCCP HφHHJlJlH且He首 06AJlaH且CKHXOCTpOBIIX 0T 11 OKTJl6pJl 1940 r.) 

8 '/ゲェト連邦とポーランド共和国との通商航海条約 1945年 7月7日

くToprOBbI首且orOBOpMeiKny CCCP H DUJJbCKOn Pecny6JJHKO首 OT7 HIOIIJI 1945 r'.) 

9 ソゲェト連邦とフィンランド共和国との通商条約 1947年12月1日

(ToprOB副首且orOBOpMeiK且yCCCP HφHHJJJlH且CKOnPecny6JJHKO首 OT1且eKa6pJl 1947 r.) 

10 ソゲェト連邦とイタリヤ共和国との通商航海条約 1948年12月11日

(lloroBop 0 TOprOBJJe H MOpenJJaBaHHH MeiKny CCCP H I1T8JJbJlHCKOn Pecny6JJI1KO白 OT11 .QeKa6pJl 

1948 r.) 

B 多数国条約

11 国際無線電信ケープ勺L保護に関するパリー協定 1884年 3月14日(ソ連邦は1926年 8月19日認茄

(日apHiKCKaHKOHBeHUHH no oxpaH巴 MeiK.QyHapO，/¥HbIXTeJJerpaφHbIl!; Ka6eJl巴白 OT 14 MapTa 1884 r. 

〈口o且，TBepiK，/¥eHaCCCP 2φeBpaJlH 1926 r.) 

12 国際衛生協定 1926年 6月2日

(MeiK且yHapo且HaJlcaHHTapHaJl KOHBeHUHJI OT 2 HIOHH 1926 r.) 

13 スピYペルゲシに関するパリ一条約 1920年6月2日

(napHiKCKHn 1l0roBop 0 lllnHu6epreHe OT 9φeBpa且H 1920 r.) 

C 領水について直接触れていないが，領水に関係するもの

14 ロシヤ共和国とイラン聞の条約 1921年 2月お日

〈江orOBOpMeiK且yPCφCP H I1paHoM (口epCHen)OT 26φeBp8J1H 1921 r.) 

15 国境水域に於ける主要水路維持と漁業生産についてのロシヤ. 7イシラシドの協定 1922年10月28日

(COrJJameHl1e 0 no且且epiKaHHHrJlaBHOrO φapBaTepa H 0 npoH3Bo且CTBepbI6HOn JJOBJlH B norpa-

HH可HbIXBO且HbIXCHCTeMa;l!: POCCHH HφHHJlHH且HHOT 28 OKTH6pJl 1922 r.) 

16 ロシヤ領土からフイシラシド領土tこ達する水域聞の木材移送についての協定 1922年10月28日

(f(oIlBeIlUl1H MeiK，/¥y PCφCP HφHHJlHHt(He員 oCnJJaBe JJeCllbJX MaTepH8JJOB no BO且HbIMCHCTeMaM. 

npOCTHpalOIUHMCH OT TeppHTopHH POCCHH Ha TeppHTopHぬ φHHJlJlH耳目HH Ha060poT oT.28 OKTJl6pJl 

1922 r.) 

17 領事に関するソゲェト連邦とポーラ y ド聞の協定 1924年 7月18日

くKOHcyJJbCKaHKOHBeHUHH Me}K且yCoぬ30MCCCP H nOJJbme誼 OT18 HIOJIH 1924 r.) 

18 アルコール商品密輸取締協定 1925年 8月19日〈多数国条約〉
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(KOHBeHQHR 0 UpeCeqeHHH KOHTpa6aH且101aJJKOroJlhHblX TOBap冊 (MHoroげ OpOHHSJlI)OT 19 aBrγCTa 

1925 r.) 

19 海上人命救助協定 1929年5月31F1 (j多数国条約〉

(KOHBeHUsH UO oxpaHB 可回OBe'leCKO首lKs3HsHa Mope (MHorocTopoHHHlI) OT 31 MaH 1929 r.) 

20 衛生特許廃止協定 1934年12月22日

(COrJlameHHe 06 OTMeHe caHHTapHblx paTeHToB (MHorocTopoHHee) OT 22 J¥eKa6pH 1934. r.) 

21 ソゲェト連邦とトルコ共和国聞の条約 1937年10月8日

〈江orOBOpMelK且yCCCP s TypeuKo白 PecuyoJlHKO曲 OT8 OKT耳6plI 1937 r.) 

22 ソゲェト連邦と 7イシラシド聞の平和条約 1940年3月12日

(MspHbl負且orOBOpMelK且yCCCP HφsHJlHH且se首 OT12 MapTa 1940 r.) 

23 ゾゲェト連邦とユープスラピヤ間の通商航海条約 1例。年5月11日

ClloroBop MelKJ¥Y CCCP s fOrOCJlaBselt 0 TOprOBJle s MOpeUJlaBaHIlH OT 11 MalI 1940 r-) 

24 7イシラ y ドとの平和条約 1947年2月10日

(MspHbli1 JlOrOBOp C φflHJlHHJ¥se首 OT10φeBp8J1H 1947 r.) 

25 ソゲェ子連邦とノLーマニヤ聞の通商航海条約 1947年2月20日

ClloroBop 0 TOprOBJle H MOpeUJlaBaHss MelK且yCCCP s PyMblHse首 OT20φeBpaJlH 1947 r.) 

26 ソゲェト連邦とハシガリヤ聞の通商航海条約 1947年7月15目

〈江orOBOp0 TOprORJle s MOpeUJlaBaHsH MelK且yCCCP s BeHrps巴白 OT 15 sIOJ)}1 1947 r.) 

27 チエッコスラパキとの通商航海条約 1947年12月11日

〈江orOBOp0 TOprOBJle H cy且OXO且CTBeC 4eXOCJlOBaKse員 OT11且eKa6pH 1947 r.) 

28 ソヴェト連邦とベルギーールグセシプルグ経済同盟との通商協定 1948年2月18日

(ToprOBoe COrJlameHse MelK且y CCCP s OeJlbrs員CKo-1lIOKceM6yprCKsMCoぬ30MOT 18φeBpaJlH 

1948 r.) 

29 yゲェト連邦とプルガリヤ聞の通商航海条約 1948年4月1日

〈瓦orOBOp0 TOprOBJle s MOpeUJlaB3Hss MelK且yCCCP sooJlrapses OT 1 aUpeJllI 1948 r.) 

30 ソゲェト逮邦とブイシラシド聞の親善，協力及び相互援助に関する条約 1948年4月6日

〈且orOBOp 0 且pylK6e，COTpy且HsQeCTBes B3aHMHO首 UOMOlUsMelK且yCCCP sφHHJllIH且se白 OT6 

aUpeJlH 1948 r.) 

31 ソグェト連邦と朝鮮人民民主共和国聞の経済文化協力に関する協定 1949年3月17日

(COrJlameHse 06 3KOHOMl何 eCKOMs KyJlbTypHOM COTpy且HHQeCTBeMelKJlY CCCP s KopescKo首

HapoilHo-lleMoKpaTs司巴CKO員 Pecuy6J1HKO首 OT17 MapTa 1949 r.) 

32 yゲェト連邦政府とブラシス政府聞の通商相互関係並に 7ラY スにおけるソゲェト連邦通商代表部規則

についての協定 1951年9月3日司

(COrJlameHse MelK且y flpaBsTeJlbCTBOM COlO3a CCP H upaBsTeJlbCTBOMφpaHUss 0 ToproBblx 

B3aHMOOTHomesHHX H 0 cTaTyTe ToproBoro upeJ\cTaB~T回bC1Ba. CCCP BOφ'paHUHs OT 3 

ceHTH6pH 1951 r.) 

引 用文献

1) 水産週報社(1959).水産年鑑.(p. 209). 東京;水産週報社.

2) HsKOJlaeB， A. H. (1954). Op06JleMa TeppflTCpflaJlbHblX BO且 BMell{J¥yHapoJ¥HoM npase. (crp. 258). 

MOCKBa; rOCIOps3且a1.

3) 大日本水産会(1957).国連国際法委員会報告.(p. 10.) 

-243ー



北大水産十忠実報 CX.3 

4) 瓦YPAe~eBCKHR ， B. H. (195J). MelKJl.yHallo，!¥Hoe npaBO・(no且 pe，!¥aKUHO品 Ko抑制Ha. E・4・〉

CCTp. 3ο0-301). MocKBa; rOClOpH3AaT. 

5) 刀H∞BCK目白， B. 11. (1955). MelK且yHapo且HoenpaBo. CCTp. 135)・Kl1EB; 113，!¥aTeJlHcTBo KHeBCKoro 

rocy且apCTBeHHoroyHHBepclITeTa. 

6) Ky且pSlBueB，n. 11. (rJlaBHbIR pe，!¥aKTop) (1956). IOpIlAH'IeCKHR CJIOBapb. (BTopoe H3且alle).2. 

(CTp.印0).MocKBa; rOωpll3且aT.

7) (1956). TaM lKe. (CTp. 500). 

8) HIIKOJIaeB， A. H. (19日).np06JIeMa 1'eppllTopll制 bH副XBO且 BMelK且yHapO，!¥HOMnpaBe. (CTp. 45)・

9) (1954). TaM lKe. (CTp. 45) 11 Ky且pSlBueB，n. 11. (1956) IOPII且lI'1eCKH百CJIOBapb.

2， (CTp. 5ο0). 

10) HHKOJIaeB， A. H. (1954). np06司eMaT官ppHTOpll仰 bHblXBO且 BMelK且yHapO，!¥HOMnpaBe. C1'p. 47 

H Ky且plJBueB，n. 11. IOpHAH'IecKHR CJIOB司pb.2， (CTp. 5∞). 
11)α954).  TaM lKe. (CTp. 51). 

12) AKa且eMlIlJ HayKa CCCP H~CTH 1'YT npaBa (1957). MelK且yHapoAHoe npaBo・(CTp. 11-13). 

MOCKBa; rOCIOpll3且旦1'.

13) HHKOJIa巴B，A. H. (195心.口p06JIeMaTeppH1'OpH8JIbHblX BOA B MelK且yHapo且HOMnpaBe. CCTp. 11J. 

14) α954). TaM lKe. CCTp. 7子喝の.

15) Ky且plJBueB，O. 11. (1956). IOpll且H'IeCKHRCJIOBapb. 2. (CTp. 500). 

16) HHKOJIaeB， A H. (1954). npOBJIeMa TeppllTOpHaJIbHblX BO)! B MelK且yHapoAHOMnpaBe. (CTp. 86). 

17) α954). TaM lKe. CCTp. 12-13) H (CT.p 81]. 

18) 水産研究会(195心. '/連邦漁業盗事専m. Cp. 18-19). 

19) AKa且eMHlJ.lIayKa CCCP HHcTHTyT np司Ba(1957) MelK且yHapoAHoe口paBO.CCTp. 200). H HHKOJlaeB， 

A. H. く1954).np06JIeMa T巴ppHTOpH呂且bHblXBO且 B MelK且yHapo且HOMnpaBe. CCTp. 33同 35).

20) HHKo，1aeB， A. H. (1954). np06JIeMa TeppHTOpUaJIbHblX BO且BMelK且yHapo且HOMnpaB巴.CCTp. 207). 

21) AKa，!¥eMUlJ ~ayKa CCCP IIHCTHTyT npaBa く1957). MelKilyHapoAHoe npaBo. CCTp. 201) H 

JIHCOBCKUR， B. 11. (1955). MelKilyHapo且HoenpaBO. CCTp. 135). 

22)α 9 5の.TaM lKe. (CTp. 202). 

23) (195の.TaM lKe. CCTp. 203). 

24) HHK山花B，A. H. (1954).口p06町 MaTeppHTOpHaJIbHblX BO且 BMelK且yHapOAsOMnpaBe. (CTp. 

199-却OJ.

25) く1954)T刊脱.CCTp. 2ゆト201).

26) KOHCTHTYUlIlJ CCCP (1955). [CTp. 3). MocKBa; f'ocぬpH3且a1'.

27) Mo且lKOplJH，刀.A. U C06司KHH，B. K. (1957). MelKAyHapo，!¥Hoe npaBo B H36paHHblx ，!¥oKyMeHTax. 

1， CC1'p. 232)， MOCKBa; 113且aTeJIbCTBOl1MO. 

28) 一一一一一十一一一(1957).TaM凪 CCTp.232). 

29) HHKOJIaeB， A. H. (1954). Op06JIeMa TeppHTOpHaJIbHblX BO且 BM巴lK，!¥YHapo且HOMnpaBe. CCTp. 

219). 

30) 一一一一一(1954).TaM附.(CTp. 219-220). 

31) (1954). TaM lKe. (CTp. 210-211). 

32) (1954). TaM lKe. (CTp. 204). 

33) 

34) 

く1954).TaM lKe. (CTp. 60). 

(1954). TaM lKe. (CTp. 60-61). 

一244-

。

a 



1959J 

35) 

36) 

鈴木:ソ速の領水制度について

(1954). TaM >Ke.【CTp.182) H CCTp. 20手-206).

(1954). TaM >Ke.【CTp.1891. 

37)α954).  TaM >Ke. (crp. 189-190). 

38) (1954). TaM >Ke. (CTp. 189)・
39) KpblJIOB， C. E. (1958). Me>KQyHapO.D，H副首 cy且・ (CTp.110-116J. MocKBa;rOClOpH四aT.

40) 小田 滋(1956).海洋の国際法構造.(p. 23ー倒、. 案京有信堂.

41)一一一一(1956). 向 上 Cp. 34). 

42) 日ソ協会編 α956).平和条約問題参考盗事ヰ集.日本とソゲェト45.付録 Cp・7).

43) 朝日新聞社(1958).朝日年鑑.Cp. 215J. 東京;朝日新聞社

44) 目ソ協会編(1956).平和鰍句問題参考資燐集，日木とソゲェト45.付録 (p.7)・

45) 一一←一一一(1956). 向 上 (p. 8j・

-245ー


	0229.tif
	0230.tif
	0231.tif
	0232.tif
	0233.tif
	0234.tif
	0235.tif
	0236.tif
	0237.tif
	0238.tif
	0239.tif
	0240.tif
	0241.tif
	0242.tif
	0243.tif
	0244.tif
	0245.tif

